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東海市条例第２１号 

 

東海市手数料条例の一部を改正する条例 

  

東海市手数料条例（昭和４４年東海市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 別表第４の の項中「６，０００円」を「１０，０００円」に、「１９，０００円」

を「２８，０００円」に、「４１，０００円」を「５９，０００円」に、「５００平方

メートル」を「３００平方メートル」に、「６８，０００円」を「１０１，０００円」

に、「１０７，０００円」を「１４１，０００円」に、「１５５，０００円」を「２０

７，０００円」に、「２３１，０００円」を「３１３，０００円」に、「３４１，００

０円」を「４６６，０００円」に、「６１０，０００円」を「８３６，０００円」に改

め、同表の の項中「１６，０００円」を「２０，０００円」に、「２１，０００円」

を「２５，０００円」に、「３３，０００円」を「３６，０００円」に、「５００平方

メートル」を「３００平方メートル」に、「４７，０００円」を「４８，０００円」に

改め、同表の の項中「１６，０００円」を「２２，０００円」に、「２１，０００円」

を「２７，０００円」に、「３５，０００円」を「４０，０００円」に、「５００平方

メートル」を「３００平方メートル」に、「５０，０００円」を「５３，０００円」に

改め、同表の の項中「１７，０００円」を「２３，０００円」に、「２２，０００円」

を「２８，０００円」に、「３６，０００円」を「４１，０００円」に、「５００平方

メートル」を「３００平方メートル」に、「５１，０００円」を「５５，０００円」に

改め、同表の の項中 
「      
 工作物に関する

確認申請手数料 
工作物を築造する場合（確認を

受けた工作物の計画を変更して

工作物を築造する場合を除く。） 

１件につき １７，０００円  

     」 
を      
「      

建築設備及び工

作物に関する確

認申請手数料 

小荷物専用昇降機を築造する場

合（確認を受けた小荷物専用昇

降機の計画を変更して小荷物専

用昇降機を築造する場合を除

く。） 

１件につき ９，０００円 

 確認を受けた小荷物専用昇降機 １件につき ６，０００円 
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の計画を変更して小荷物専用昇

降機を築造する場合 
  その他の建築設備を築造する場

合（確認を受けたその他の建築

設備の計画を変更してその他の

建築設備を築造する場合を除

く。） 

１件につき ２３，０００円  

  確認を受けたその他の建築設備

の計画を変更してその他の建築

設備を築造する場合 

１件につき １０，０００円  

  工作物を築造する場合（確認を

受けた工作物の計画を変更して

工作物を築造する場合を除く。） 

１件につき １７，０００円  

     」 
に改め、同表の の項を次のように改める。 

  建築設備及び工

作物に関する完

了検査申請手数

料 

小荷物専用昇降機 １件につき ２３，０００円  
 その他の建築設備 １件につき ４１，０００円  
 工作物 １件につき ２９，０００円  

 別表第４中(49)の項を(54)の項とし、(42)の項から(48)の項までを５項ずつ繰り下げ、同表

の(41)の項を削り、同表の(40)の項中 

「        

を 

   １棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１件につき １７，５０

０円 

 

 １棟の総戸数が２６以上

のもの 

１件につき ２９，３０

０円 

 

 複合建築物

の非住宅部

分に係るも

の 

非住宅部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以内のもの 

１件につき ６，２００

円 

 

 非住宅部分の床面積の合

計が３００平方メートル

を超えるもの 

１件につき １０，７０

０円 

 

 その他の建

築物 

建築物の延べ面積が３００平方メー

トル以内のもの 

１件につき ６，２００

円 

 

 建築物の延べ面積が３００平方メー

トルを超えるもの 

１件につき １０，７０

０円 

 

       」 
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「        

に、 

   １棟の総戸数が１１以上

のもの 

１件につき １７，５０

０円 

 

 複合建築物の非住宅部分に係るもの １件につき ６，２００

円 

 

 その他の建築物 １件につき ６，２００

円 

 

       」  

「        

を 

 一戸建ての

住宅 

建築物省エネ法基準省令第１０条第

２号イ 及びロ に定める基準に係

るものであるもの 

１件につき １０，１０

０円 

 

       」 

「        

に、 

 一戸建ての

住宅 

建築物省エネ法基準省令第１０条第

２号イ 及びロ 又はイ 及びロ

に定める基準に係るものであるもの 

１件につき １４，１０

０円 

 

 建築物省エネ法基準省令第１０条第

２号イ 及びロ に定める基準に係

るものであるもの 

１件につき １０，１０

０円 

 

       」 

「       

を 

 建築物全体又

は複合建築物

の住宅部分に

係るもの 

全住戸が建築

物省エネ法基

準省令第１０

条第２号イ

及びロ に定

める基準に係

るものである

もの 

１棟の戸数が

１のもの 

１件につき １０，１００円  

      」 

「        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に、 

 建築物全体又

は複合建築物

の住宅部分に

係るもの 

全住戸が建築

物省エネ法基

準省令第１０

条第２号イ

及びロ 又は

イ 及びロ

に定める基準

に係るもので

あるもの 

１棟の戸数が

１のもの 

１件につき １４，１００円  

 １棟の総戸数

が２以上５以

下のもの 

１件につき ２７，９００円  

 １棟の総戸数

が６以上１０

以下のもの 

１件につき ３９，６００円  

 １棟の総戸数

が１１以上の

もの 

１件につき ５７，０００円  

 全住戸が建築

物省エネ法基

１棟の戸数が

１のもの 

１件につき １０，１００円  
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準省令第１０

条第２号イ

及びロ に定

める基準に係

るものである

もの 

      」 

「      

を 

  １棟の総戸数

が１１以上２

５以下のもの 

１件につき ４０，２００円  

 １棟の総戸数

が２６以上の

もの 

１件につき ６１，３００円  

     」 

「      

に、 

  １棟の総戸数

が１１以上の

もの 

１件につき ４０，２００円  

     」 

「      

を 

  １棟の総戸数

が１１以上２

５以下のもの 

１件につき ７７，１００円  

 １棟の総戸数

が２６以上の

もの 

１件につき １１１，４００

円 

 

     」 

「      

に、 

  １棟の総戸数

が１１以上の

もの 

１件につき ７７，１００円  

     」 

「        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 複合建築物の

非住宅部分に

係るもの 

非住宅部分の

全部が建築物

省エネ法基準

省令第１０条

第１号イ 及

びロ に定め

る基準に係る

ものであるも

の 

非住宅部分の

床面積の合計

が３００平方

メートル以内

のもの 

１件につき ４８，６００円  

 非住宅部分の

床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

１件につき ６２，３００円  

 その他のもの 非住宅部分の １件につき １２５，２００  
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床面積の合計

が３００平方

メートル以内

のもの 

円  

 

 

 

を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 非住宅部分の

床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

１件につき １５７，４００

円 

 

 建築物全体が

建築物省エネ

法基準省令第

１０条第１号

イ 及びロ

に定める基準

に係るもので

あるもの 

建築物の延べ面積が３００平

方メートル以内のもの 

１件につき ４８，６００円  

 建築物の延べ面積が３００平

方メートルを超えるもの 

１件につき ６２，３００円  

 その他のもの 建築物の延べ面積が３００平

方メートル以内のもの 

１件につき １２５，２００

円 

 

 建築物の延べ面積が３００平

方メートルを超えるもの 

１件につき １５７，４００

円 

 

      」 

「       

に 

 複合建築物の

非住宅部分に

係るもの 

非住宅部分の全部が建築物省

エネ法基準省令第１０条第１

号イ 及びロ に定める基準

に係るものであるもの 

１件につき ４８，６００円  

 その他のもの １件につき １２５，２００

円 

 

 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第１０

条第１号イ 及びロ に定める基準に係るも

のであるもの 

１件につき ４８，６００円  

 その他のもの １件につき １２５，２００

円 

 

      」 

改め、同項を同表の(45)の項とし、同項の次に次の１項を加える。 
 (46) 建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な

変更に関する証明書交付手数料 
１件につき 建築物の区分

に応じ、前項の

金額の欄に掲

げる額の２分

の１に相当す

る額（その額に

１００円未満

の端数がある

ときは、その端
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数金額を切り

捨てて得た額） 
別表第４の(39)の項中 

「        

を 

   １棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１件につき ２９，１０

０円 

 

 １棟の総戸数が２６以上

のもの 

１件につき ４８，８０

０円 

 

 複合建築物

の非住宅部

分に係るも

の 

非住宅部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以内のもの 

１件につき １０，３０

０円 

 

 非住宅部分の床面積の合

計が３００平方メートル

を超えるもの 

１件につき １７，９０

０円 

 

 その他の建

築物 

建築物の延べ面積が３００平方メー

トル以内のもの 

１件につき １０，３０

０円 

 

 建築物の延べ面積が３００平方メー

トルを超えるもの 

１件につき １７，９０

０円 

 

       」 

「        

に、 

   １棟の総戸数が１１以上

のもの 

１件につき ２９，１０

０円 

 

 複合建築物の非住宅部分に係るもの １件につき １０，３０

０円 

 

 その他の建築物 １件につき １０，３０

０円 

 

       」  

「        

を 

 一戸建ての

住宅 

建築物省エネ法基準省令第１０条第

２号イ 及びロ に定める基準に係

るものであるもの 

１件につき １９，１０

０円 

 

       」 

「        

に、 

 一戸建ての

住宅 

建築物省エネ法基準省令第１０条第

２号イ 及びロ 又はイ 及びロ

に定める基準に係るものであるもの 

１件につき ２７，００

０円 

 

 建築物省エネ法基準省令第１０条第

２号イ 及びロ に定める基準に係

るものであるもの 

１件につき １９，１０

０円 

 

       」 
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「       

を 

 建築物全体又

は複合建築物

の住宅部分に

係るもの 

全住戸が建築

物省エネ法基

準省令第１０

条第２号イ

及びロ に定

める基準に係

るものである

もの 

１棟の戸数が

１のもの 

１件につき １９，１００円  

      」 

「       

に、 

 建築物全体又

は複合建築物

の住宅部分に

係るもの 

全住戸が建築

物省エネ法基

準省令第１０

条第２号イ

及びロ 又は

イ 及びロ

に定める基準

に係るもので

あるもの 

１棟の戸数が

１のもの 

１件につき ２７，０００円  

 １棟の総戸数

が２以上５以

下のもの 

１件につき ５３，９００円  

 １棟の総戸数

が６以上１０

以下のもの 

１件につき ７５，８００円  

 １棟の総戸数

が１１以上の

もの 

１件につき １０８，３００

円 

 

 全住戸が建築

物省エネ法基

準省令第１０

条第２号イ

及びロ に定

める基準に係

るものである

もの 

１棟の戸数が

１のもの 

１件につき １９，１００円  

      」 

「      

を 

  １棟の総戸数

が１１以上２

５以下のもの 

１件につき ７４，６００円  

 １棟の総戸数

が２６以上の

もの 

１件につき １１２，６００

円 

 

     」 

「      

に、 

  １棟の総戸数

が１１以上の

もの 

１件につき ７４，６００円  

     」 
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「      

を 

  １棟の総戸数

が１１以上２

５以下のもの 

１件につき １４８，３００

円 

 

 １棟の総戸数

が２６以上の

もの 

１件につき ２１３，０００

円 

 

     」 

「       

 

に、 

  １棟の総戸数

が１１以上の

もの 

１件につき １４８，３００

円 

 

     」 

「       

を 

 複合建築物の

非住宅部分に

係るもの 

非住宅部分の

全部が建築物

省エネ法基準

省令第１０条

第１号イ 及

びロ に定め

る基準に係る

ものであるも

の 

非住宅部分の

床面積の合計

が３００平方

メートル以内

のもの 

１件につき ９５，０００円  

 非住宅部分の

床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

１件につき １２１，０００

円 

 

 その他のもの 非住宅部分の

床面積の合計

が３００平方

メートル以内

のもの 

１件につき ２４８，４００

円 

 

 非住宅部分の

床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

１件につき ３１１，２００

円 

 

 建築物全体が

建築物省エネ

法基準省令第

１０条第１号

イ 及びロ

に定める基準

に係るもので

あるもの 

建築物の延べ面積が３００平

方メートル以内のもの 

１件につき ９５，０００円  

 建築物の延べ面積が３００平

方メートルを超えるもの 

１件につき １２１，０００

円 

 

 その他のもの 建築物の延べ面積が３００平

方メートル以内のもの 

１件につき ２４８，４００

円 

 

 建築物の延べ面積が３００平 １件につき ３１１，２００  
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方メートルを超えるもの 円 

      」 

「        

 

 

 

 

 

に 

 複合建築物の

非住宅部分に

係るもの 

非住宅部分の全部が建築物省

エネ法基準省令第１０条第１

号イ 及びロ に定める基準

に係るものであるもの 

１件につき ９５，０００円  

 その他のもの １件につき ２４８，４００

円 

 

 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第１０

条第１号イ 及びロ に定める基準に係るも

のであるもの 

１件につき ９５，０００円  

 その他のもの １件につき ２４８，４００

円 

 

      」 

改め、同項を同表の(44)の項とし、同表の(38)の項を同表の(43)の項とし、同表の(37)の項を

次のように改め、同項を同表の(42)の項とする。 
 (37) 建築物エ

ネルギー

消費性能

適合性判

定手数料 

一戸建ての住宅 建築物省エネ法基準省令第

１条第１項第２号イ 及び

ロ 又はイ 及びロ に定

める基準に係るものである

もの 

１件につ

き 
２７，０

００円

（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画（建築

物のエネ

ルギー消

費性能の

向上等に

関する法

律（平成

２７年法

律第５３

号）第１

１条第１

項に規定

する建築

物エネル

ギー消費

性能確保

計画をい

う。以下

同じ。）の

変更に係

る場合に
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あって

は、１４,
１００

円） 
 建築物省エネ法基準省令第

１条第１項第２号イ 及び

ロ に定める基準に係るも

のであるもの 

１件につ

き 
１９，１

００円

（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画の変更

に係る場

合にあっ

ては、１

０，１０

０円） 

 

 その他のもの １件につ

き 
３７，１

００円

（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画の変更

に係る場

合にあっ

ては、１

９，２０

０円） 

 

 共同住宅

等 
住戸に係

るもの 
全住戸が

建築物省

エネ法基

準省令第

１条第１

項第２号

イ 及び

ロ 又は

イ 及び

ロ に定

める基準

に係るも

のである

もの 

住戸の数（増築又

は改築をする場合

にあっては、当該

増築又は改築に係

る住戸の数をい

う。以下この項に

おいて同じ。）が１

のもの 

１件につ

き 
２７，０

００円

（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画の変更

に係る場

合にあっ

ては、１

４，１０

０円） 

 

 住戸の数が２以上

５以下のもの 
１件につ

き 
５３，９

００円

（建築物

エネルギ

ー消費性
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能確保計

画の変更

に係る場

合にあっ

ては、２

７，９０

０円） 
 住戸の数が６以上

１０以下のもの 
１件につ

き 
７５，８

００円

（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画の変更

に係る場

合にあっ

ては、３

９，６０

０円） 

 

 住戸の数が１１以

上のもの 
１件につ

き 
１０８，

３００円

（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画の変更

に係る場

合にあっ

ては、５

７，００

０円） 

 

 全住戸が

建築物省

エネ法基

準省令１

条第１項

第２号イ

及びロ

に定め

る基準に

係るもの

であるも

の 

住戸の数が１のも

の 
１件につ

き 
１９，１

００円

（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画の変更

に係る場

合にあっ

ては、１

０，１０

０円） 

 

 住戸の数が２以上

５以下のもの 
１件につ

き 
３５，９

００円
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（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画の変更

に係る場

合にあっ

ては、１

９，００

０円） 
 住戸の数が６以上

１０以下のもの 
１件につ

き 
５１，９

００円

（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画の変更

に係る場

合にあっ

ては、２

７，７０

０円） 

 

 住戸の数が１１以

上のもの 
１件につ

き 
７４，６

００円

（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画の変更

に係る場

合にあっ

ては、４

０，２０

０円） 

 

 その他の

もの 
住戸の数が１のも

の 
１件につ

き 
３７，１

００円

（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画の変更

に係る場

合にあっ

ては、１

９，２０

０円） 
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 住戸の数が２以上

５以下のもの 
１件につ

き 
７４，９

００円

（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画の変更

に係る場

合にあっ

ては、３

８，５０

０円） 

 

 住戸の数が６以上

１０以下のもの 
１件につ

き 
１０５，

４００円

（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画の変更

に係る場

合にあっ

ては、５

４，５０

０円） 

 

 住戸の数が１１以

上のもの 
１件につ

き 
１４８，

３００円

（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画の変更

に係る場

合にあっ

ては、７

７，１０

０円） 

 

 共用部分に係るもの １件につ

き 
１１８，

５００円

（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画の変更

に係る場

合にあっ

ては、６
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０，３０

０円） 
 非住宅部

分に係る

もの 

非住宅部分の全部が建築物

省エネ法基準省令第１条第

１項第１号ロに定める基準

に係るものであるもの 

１件につ

き 
９５，０

００円

（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画の変更

に係る場

合にあっ

ては、４

８，６０

０円） 

 

 その他のもの １件につ

き 
２４８，

４００円

（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画の変更

に係る場

合にあっ

ては、１

２５，２

００円） 

 

 その他の

建築物 
全部が建築物省エネ法基準省令第１条

第１項第１号ロに定める基準に係るも

のであるもの 

１件につ

き 
９５，０

００円

（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画の変更

に係る場

合にあっ

ては、４

８，６０

０円） 

 

 その他のもの １件につ

き 
２４８，

４００円

（建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画の変更
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に係る場

合にあっ

ては、１

２５，２

００円） 
 別表第４の(36)の項中 

「        

を 

   １棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１件につき １７，５０

０円 

 

 １棟の総戸数が２６以上

のもの 

１件につき ２９，３０

０円 

 

 複合建築物

の非住宅部

分に係るも

の 

非住宅部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以内のもの 

１件につき ６，２００

円 

 

 非住宅部分の床面積の合

計が３００平方メートル

を超えるもの 

１件につき １０，７０

０円 

 

 その他の建

築物 

建築物の延べ面積が３００平方メー

トル以内のもの 

１件につき ６，２００

円 

 

 建築物の延べ面積が３００平方メー

トルを超えるもの 

１件につき １０，７０

０円 

 

       」 

「        

に、 

   １棟の総戸数が１１以上

のもの 

１件につき １７，５０

０円 

 

 複合建築物の非住宅部分に係るもの １件につき ６，２００

円 

 

 その他の建築物 １件につき ６，２００

円 

 

       」 

「        

を 

 一戸建ての

住宅 

建築物省エネ法基準省令第１０条第

２号イ 及びロ に定める基準に係

るものであるもの 

１件につき １０，１０

０円 

 

       」 

「        

に、 

 一戸建ての

住宅 

建築物省エネ法基準省令第１０条第

２号イ 及びロ 又はイ 及びロ

に定める基準に係るものであるもの 

１件につき １４，１０

０円 

 

 建築物省エネ法基準省令第１０条第

２号イ 及びロ に定める基準に係

るものであるもの 

１件につき １０，１０

０円 

 

       」 
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「       

を 

 建築物全体又

は複合建築物

の住宅部分に

係るもの 

全住戸が建築

物省エネ法基

準省令第１０

条第２号イ

及びロ に定

める基準に係

るものである

もの 

１棟の戸数が

１のもの 

１件につき １０，１００円  

      」 

「       

に、 

 建築物全体又

は複合建築物

の住宅部分に

係るもの 

全住戸が建築

物省エネ法基

準省令第１０

条第２号イ

及びロ 又は

イ 及びロ

に定める基準

に係るもので

あるもの 

１棟の戸数が

１のもの 

１件につき １４，１００円  

 １棟の総戸数

が２以上５以

下のもの 

１件につき ２７，９００円  

 １棟の総戸数

が６以上１０

以下のもの 

１件につき ３９，６００円  

 １棟の総戸数

が１１以上の

もの 

１件につき ５７，０００円  

 全住戸が建築

物省エネ法基

準省令第１０

条第２号イ

及びロ に定

める基準に係

るものである

もの 

１棟の戸数が

１のもの 

１件につき １０，１００円  

      」 

「      

を 

  １棟の総戸数

が１１以上２

５以下のもの 

１件につき ４０，２００円  

 １棟の総戸数

が２６以上の

もの 

１件につき ６１，３００円  

     」 

「      

に、 

  １棟の総戸数

が１１以上の

もの 

１件につき ４０，２００円  

     」 
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「      

を 

  １棟の総戸数

が１１以上２

５以下のもの 

１件につき ７７，１００円  

 １棟の総戸数

が２６以上の

もの 

１件につき １１１，４００

円 

 

     」 

「      

に、 

  １棟の総戸数

が１１以上の

もの 

１件につき ７７，１００円  

     」 

「       

を 

 複合建築物の

非住宅部分に

係るもの 

非住宅部分の

全部が建築物

省エネ法基準

省令第１０条

第１号イ 及

びロ に定め

る基準に係る

ものであるも

の 

非住宅部分の

床面積の合計

が３００平方

メートル以内

のもの 

１件につき ４８，６００円  

 非住宅部分の

床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

１件につき ６２，３００円  

 その他のもの 非住宅部分の

床面積の合計

が３００平方

メートル以内

のもの 

１件につき １２５，２００

円 

 

 非住宅部分の

床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

１件につき １５７，４００

円 

 

 建築物全体が

建築物省エネ

法基準省令第

１０条第１号

イ 及びロ

に定める基準

に係るもので

あるもの 

建築物の延べ面積が３００平

方メートル以内のもの 

１件につき ４８，６００円  

 建築物の延べ面積が３００平

方メートルを超えるもの 

１件につき ６２，３００円  

 その他のもの 建築物の延べ面積が３００平

方メートル以内のもの 

１件につき １２５，２００

円 

 

 建築物の延べ面積が３００平 １件につき １５７，４００  
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方メートルを超えるもの 円 

      」 

「        

 

 

 

 

 

に 

 複合建築物の

非住宅部分に

係るもの 

非住宅部分の全部が建築物省

エネ法基準省令第１０条第１

号イ 及びロ に定める基準

に係るものであるもの 

１件につき ４８，６００円  

 その他のもの １件につき １２５，２００

円 

 

 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第１０

条第１号イ 及びロ に定める基準に係るも

のであるもの 

１件につき ４８，６００円  

 その他のもの １件につき １２５，２００

円 

 

      」 

改め、同項を同表の(40)の項とし、同項の次に次の１項を加える。 

 (41) 低炭素建築物新築等計画の軽微な変更に関す

る証明書交付手数料 
１件につき 建築物の区分

に応じ、前項の

金額の欄に掲

げる額の２分

の１に相当す

る額（その額に

１００円未満

の端数がある

ときは、その端

数金額を切り

捨てて得た額） 

 
  
  

 別表第４の(35)の項中 

「        

を 

   １棟の総戸数が１１以上

２５以下のもの 

１件につき ２９，１０

０円 

 

 １棟の総戸数が２６以上

のもの 

１件につき ４８，８０

０円 

 

 複合建築物

の非住宅部

分に係るも

の 

非住宅部分の床面積の合

計が３００平方メートル

以内のもの 

１件につき １０，３０

０円 

 

 非住宅部分の床面積の合

計が３００平方メートル

を超えるもの 

１件につき １７，９０

０円 

 

 その他の建

築物 

建築物の延べ面積が３００平方メー

トル以内のもの 

１件につき １０，３０

０円 

 

 建築物の延べ面積が３００平方メー

トルを超えるもの 

１件につき １７，９０

０円 

 

       」 
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「        

に、 

   １棟の総戸数が１１以上

のもの 

１件につき ２９，１０

０円 

 

 複合建築物の非住宅部分に係るもの １件につき １０，３０

０円 

 

 その他の建築物 １件につき １０，３０

０円 

 

       」  

「        

を 

 一戸建ての

住宅 

建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令（平成２８年経済産業省・

国土交通省令第１号。以下この表にお

いて「建築物省エネ法基準省令」とい

う。）第１０条第２号イ 及びロ に

定める基準に係るものであるもの 

１件につき １９，１０

０円 

 

       」 

「        

に、 

 一戸建ての

住宅 

建築物エネルギー消費性能基準等を

定める省令（平成２８年経済産業省・

国土交通省令第１号。以下この表にお

いて「建築物省エネ法基準省令」とい

う。）第１０条第２号イ 及びロ 又

はイ 及びロ に定める基準に係る

ものであるもの 

１件につき ２７，００

０円 

 

 建築物省エネ法基準省令第１０条第

２号イ 及びロ に定める基準に係

るものであるもの 

１件につき １９，１０

０円 

 

       」 

「       

を 

 建築物全体又

は複合建築物

の住宅部分に

係るもの 

全住戸が建築

物省エネ法基

準省令第１０

条第２号イ

及びロ に定

める基準に係

るものである

もの 

１棟の戸数が

１のもの 

１件につき １９，１００円  

      」 

「        

 

 

 

 

 

 

 建築物全体又

は複合建築物

の住宅部分に

係るもの 

全住戸が建築

物省エネ法基

準省令第１０

条第２号イ

及びロ 又は

イ 及びロ

１棟の戸数が

１のもの 

１件につき ２７，０００円  

 １棟の総戸数

が２以上５以

下のもの 

１件につき ５３，９００円  

 １棟の総戸数１件につき ７５，８００円  
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に定める基準

に係るもので

あるもの 

が６以上１０

以下のもの 

 

 

 

に、 

 １棟の総戸数

が１１以上の

もの 

１件につき １０８，３００

円 

 

 全住戸が建築

物省エネ法基

準省令第１０

条第２号イ

及びロ に定

める基準に係

るものである

もの 

１棟の戸数が

１のもの 

１件につき １９，１００円  

      」 

「      

を 

  １棟の総戸数

が１１以上２

５以下のもの 

１件につき ７４，６００円  

 １棟の総戸数

が２６以上の

もの 

１件につき １１２，６００

円 

 

     」 

「      

に、 

  １棟の総戸数

が１１以上の

もの 

１件につき ７４，６００円  

     」 

「      

を 

  １棟の総戸数

が１１以上２

５以下のもの 

１件につき １４８，３００

円 

 

 １棟の総戸数

が２６以上の

もの 

１件につき ２１３，０００

円 

 

     」 

「      

に、 

  １棟の総戸数

が１１以上の

もの 

１件につき １４８，３００

円 

 

     」 

「        

 

 

 

 

 複合建築物の

非住宅部分に

係るもの 

非住宅部分の

全部が建築物

省エネ法基準

省令第１０条

非住宅部分の

床面積の合計

が３００平方

メートル以内

１件につき ９５，０００円  
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第１号イ 及

びロ に定め

る基準に係る

ものであるも

の 

のもの  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 非住宅部分の

床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

１件につき １２１，０００

円 

 

 その他のもの 非住宅部分の

床面積の合計

が３００平方

メートル以内

のもの 

１件につき ２４８，４００

円 

 

 非住宅部分の

床面積の合計

が３００平方

メートルを超

えるもの 

１件につき ３１１，２００

円 

 

 建築物全体が

建築物省エネ

法基準省令第

１０条第１号

イ 及びロ

に定める基準

に係るもので

あるもの 

建築物の延べ面積が３００平

方メートル以内のもの 

１件につき ９５，０００円  

 建築物の延べ面積が３００平

方メートルを超えるもの 

１件につき １２１，０００

円 

 

 その他のもの 建築物の延べ面積が３００平

方メートル以内のもの 

１件につき ２４８，４００

円 

 

 建築物の延べ面積が３００平

方メートルを超えるもの 

１件につき ３１１，２００

円 

 

      」 

「        

 

 

 

 

 

に 

 複合建築物の

非住宅部分に

係るもの 

非住宅部分の全部が建築物省

エネ法基準省令第１０条第１

号イ 及びロ に定める基準

に係るものであるもの 

１件につき ９５，０００円  

 その他のもの １件につき ２４８，４００

円 

 

 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第１０

条第１号イ 及びロ に定める基準に係るも

のであるもの 

１件につき ９５，０００円  

 その他のもの １件につき ２４８，４００

円 

 

      」 

改め、同項を同表の(39)の項とし、同表中(34)の項を(38)の項とし、(24)の項から(33)の項まで

を４項ずつ繰り下げ、同表の(23)の項中「宅地造成」の次に「等」を加え、「４５万円」
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を「６６万円」に、「１万１，０００円」を「１万２，０００円」に改め、同項を同表

の(24)の項とし、同項の次に次の３項を加える。 

 (25) 土石の堆

積に関す

る工事の

許可申請

手数料 

土石の堆積をする土地の面積が５００平方メー

トル以内のもの 
１件につ

き 
１２，０

００円 
 

 土石の堆積をする土地の面積が５００平方メー

トルを超え、１，０００平方メートル以内のも

の 

１件につ

き 
１４，０

００円 
 

 土石の堆積をする土地の面積が１，０００平方

メートルを超え、２，０００平方メートル以内

のもの 

１件につ

き 
１７，０

００円 
 

 土石の堆積をする土地の面積が２，０００平方

メートルを超え、３，０００平方メートル以内

のもの 

１件につ

き 
２０，０

００円 
 

 土石の堆積をする土地の面積が３，０００平方

メートルを超え、５，０００平方メートル以内

のもの 

１件につ

き 
２９，０

００円 
 

 土石の堆積をする土地の面積が５，０００平方

メートルを超え、１万平方メートル以内のもの 
１件につ

き 
３２，０

００円 
 

 土石の堆積をする土地の面積が１万平方メート

ルを超え、２万平方メートル以内のもの 
１件につ

き 
３９，０

００円 
 

 土石の堆積をする土地の面積が２万平方メート

ルを超え、４万平方メートル以内のもの 
１件につ

き 
５３，０

００円 
 

 土石の堆積をする土地の面積が４万平方メート

ルを超え、７万平方メートル以内のもの 
１件につ

き 
７４，０

００円 
 

 土石の堆積をする土地の面積が７万平方メート

ルを超え、１０万平方メートル以内のもの 
１件につ

き 
１０２，

０００円 
 

 土石の堆積をする土地の面積が１０万平方メー

トルを超えるもの 
１件につ

き 
１３２，

０００円 
 

 (26) 土石の堆積に関する工事の変更許可申請手数料 １件につ

き 
次に掲げ

る区分に

応じ、そ

れぞれ次

に定める

額を合算

した金

額。ただ

し、その

金額が１

３万２千

円を超え

るとき

は、１３

万２千円

とする。 
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ア 土石

の堆積

に関す

る工事 
 の計画

の変更

（イの

みに該

当する

変更を

除く。） 

 土石

の堆積

をする

土地の

面積

（イに

規定す

る変更

を伴う

場合に

あって

は変更

前の土

石の堆

積をす

る土地

の面

積、土

石の堆

積をす

る土地

の面積

の縮小

を伴う

場合に

あって

は縮小

後の土

石の堆

積をす

る土地

の面

積）に

応じ、

前項に
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規定す

る額に

１０分

の１を

乗じて

得た額 
イ 土石

の堆積

をする

土地の

追加に

係る設

計の変

更 追

加され

る土石

の堆積

をする

土地の

面積に

応じ、

前項に

規定す

る額 
ウ その

他の変

更 １

万２，

０００

円 
 (27) 宅地造成

等に関す

る工事の

中間検査

申請手数

料 

切土又は盛土をする土地の面積が２，０００平

方メートル以内のもの 
１件につ

き 
４，００

０円 
 

 切土又は盛土をする土地の面積が２，０００平

方メートルを超え、３，０００平方メートル以

内のもの 

１件につ

き 
５，００

０円 
 

 切土又は盛土をする土地の面積が３，０００平

方メートルを超え、２万平方メートル以内のも

の 

１件につ

き 
７，００

０円 
 

 切土又は盛土をする土地の面積が２万平方メー

トルを超え、４万平方メートル以内のもの 
１件につ

き 
１１，０

００円 
 

 切土又は盛土をする土地の面積が４万平方メー

トルを超え、７万平方メートル以内のもの 
１件につ

き 
１９，０

００円 
 

 切土又は盛土をする土地の面積が７万平方メー

トルを超え、１０万平方メートル以内のもの 
１件につ

き 
３１，０

００円 
 

 切土又は盛土をする土地の面積が１０万平方メ １件につ ４４，０  
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ートルを超えるもの き ００円 
 別表第４の(22)の項中「宅地造成」の次に「等」を加え、「１３，０００円」を「１

７，０００円」に、「２２，０００円」を「２８，０００円」に、「３３，０００円」

を「４０，０００円」に、 

「     
 切土又は盛土をする土地の面積

が２，０００平方メートルを超

え、５，０００平方メートル以

内のもの 

１件につき ５０，０００円 

 を 

    」 
「     

切土又は盛土をする土地の面積

が２，０００平方メートルを超

え、３，０００平方メートル以

内のもの 

１件につき ５８，０００円 

に、「７２，００  切土又は盛土をする土地の面積

が３，０００平方メートルを超

え、５，０００平方メートル以

内のもの 

１件につき ６９，０００円 

    」 
０円」を「９４，０００円」に、「１２０，０００円」を「１４９，０００円」に、「１

８０，０００円」を「２２６，０００円」に、「２７０，０００円」を「３６０，００

０円」に、「３６０，０００円」を「５１０，０００円」に、「４５０，０００円」を

「６６０，０００円」に改め、同項を同表の(23)の項とし、同表中(21)の項を(22)の項とし、

の項から の項までを１項ずつ繰り下げ、 の項の次に次の１項を加える。 

  検査済証の交付を受ける前における建築物等

の仮使用認定申請手数料 
１件につき １２０，０００

円 
 

 別表第４備考第３号中「(35)の項」を「(39)の項」に、同号 中「当該非住宅部分の床

面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額」を「１

０，３００円」に改め、ア及びイを削り、同表備考第４号中「(35)の項」を「(39)の項」

に改め、同号 中「 」の次に「及び 」を加え、「当該非住宅部分の床面積の合計に

ついての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額」を「２４８，４００

円」に改め、ア及びイを削り、同号 を同号 とし、同号 中「場合（」の次に「

に規定する場合を除き、」を加え、「当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額」を「９５，０００円」に改め、ア及

びイを削り、同号 を同号 とし、同号 の次に次のように加える。 
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    非住宅部分がある場合（非住宅部分の全部の用途が工場、畜舎、自動車車

庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使

用の状況に関してこれらに類するもの（以下「工場等」という。）である場合

に限る。） ４７，５００円 

 別表第４備考第１６号及び第１７号を削り、同表備考第１５号中「(40)の項」を「(45)の

項」に、「第３６条第１項」を「第３１条第１項」に、「第３４条第３項各号」を「第

２９条第３項各号」に、「(39)の項」を「(44)の項」に改め、同号を同表備考第２５号とし、

同表備考第１４号中「(40)の項」を「(45)の項」に改め、同号 中「当該共用部分の床面

積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額」を「６０，

３００円」に改め、ア及びイを削り、同号 中「 」の次に「及び 」を加え、「当該

非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定

める額」を「１２５，２００円」に改め、ア及びイを削り、同号 を同号 とし、同

号 中「場合（」の次に「 に規定する場合を除き、」を加え、「当該非住宅部分の床

面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額」を「４

８，６００円」に改め、ア及びイを削り、同号 を同号 とし、同号 の次に次のよ

うに加える。 

    非住宅部分がある場合（非住宅部分の全部の用途が工場等である場合に限

る。） ２４，３００円 

 別表第４備考第１４号を同表備考第２３号とし、同号の次に次の１号を加える。 

  ２４ この表の(45)の項に規定する手数料（その他の場合における共同住宅等（複

合建築物の非住宅部分に係るものに限る。）又はその他の建築物に係る申請に係

るものに限る。）について、非住宅部分の全部の用途が工場等である場合におけ

る当該手数料の額は、同項の規定にかかわらず、２４，３００円とする。 

 別表第４備考第１３号中「(40)の項」を「(45)の項」に改め、同号 中「当該共用部分

の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額」を

「６，２００円」に改め、ア及びイを削り、同号 中「当該非住宅部分の床面積の合

計についての ア及びイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ ア及びイに定める額」

を「６，２００円」に改め、同号を同表備考第２２号とし、同表備考第１２号中「(39)の

項」を「(44)の項」に、「第３４条第１項」を「第２９条第１項」に改め、同号を同表備

考第２１号とし、同表備考第１１号中「(39)の項」を「(44)の項」に改め、同号 中「当
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該共用部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定

める額」を「１１８，５００円」に改め、ア及びイを削り、同号 中「 」の次に「及

び 」を加え、「当該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額」を「２４８，４００円」に改め、ア及びイを削り、同号

を同号 とし、同号 中「場合（」の次に「 に規定する場合を除き、」を加え、「当

該非住宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に

定める額」を「９５，０００円」に改め、ア及びイを削り、同号 を同号 とし、同

号 の次に次のように加える。 

    非住宅部分がある場合（非住宅部分の全部の用途が工場等である場合に限

る。） ４７，５００円 

 別表第４備考第１１号を同表備考第１９号とし、同号の次に次の１号を加える。 

  ２０ この表の(44)の項に規定する手数料（その他の場合における共同住宅等（複

合建築物の非住宅部分に係るものに限る。）又はその他の建築物に係る申請に係

るものに限る。）について、非住宅部分の全部の用途が工場等である場合におけ

る当該手数料の額は、同項の規定にかかわらず、４７，５００円とする。 

 別表第４備考第１０号中「(39)の項」を「(44)の項」に改め、同号 中「当該共用部分

の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額」を

「１０，３００円」に改め、ア及びイを削り、同号 中「当該非住宅部分の床面積の

合計についての ア及びイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ ア及びイに定める

額」を「１０，３００円」に改め、同号を同表備考第１８号とし、同表備考第９号中

「(38)の項」を「(43)の項」に、「建築物の」を「非住宅部分の全部の」に、「第７号の規

定により算出した建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る場合の手数料の額

の２分の１に相当する額（その額に１００円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てて得た額）」を「１２，１００円」に改め、同号を同表備考第１５号とし、

同号の次に次の２号を加える。 

  １６ この表の(43)の項に規定する手数料について、当該手数料に係る建築物（増

築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分をいう。）の設

計一次エネルギー消費量を算定しない場合又は建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されている同法第

３２条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物に
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つき当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同法第３０条第１項若

しくは第３１条第１項の認定における評価の方法と同様の評価の方法により同

法第１１条第１項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うこと

となる場合における当該手数料の額は、同表の(43)の項及び前号の規定にかかわ

らず、第１３号の規定により計算して得た建築物エネルギー消費性能確保計画

の変更に係る場合の額の２分の１に相当する額（その額に１００円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額）とする。 

  １７ この表の(43)の項に規定する手数料について、当該手数料に係る共同住宅等

の住戸に係るもの、共用部分に係るもの又は非住宅部分に係るものの証明書の

交付を一の申請書により受けようとする場合における当該証明書の交付に係る

手数料の額は、当該共同住宅等の住戸に係るもの、共用部分に係るもの又は非

住宅部分に係るものについてそれぞれ別の申請があったものとみなしてこの表

により算出した建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明

書交付手数料の額に相当する額を合算した額とする。 

 別表第４備考第８号中「(37)の項」を「(42)の項」に改め、「について、」の次に「当該

手数料に係る建築物（増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る

部分をいう。）の設計一次エネルギー消費量を算定しない場合又は」を加え、「第３４

条第３項各号」を「第２９条第３項各号」に、「第３７条」を「第３２条」に、「第３

５条第１項又は第３６条第１項」を「第３０条第１項若しくは第３１条第１項」に、

「第１２条第１項」を「第１１条第１項」に、「(39)の項」を「(44)の項」に、「(40)の項」

を「(45)の項」に改め、同号を同表備考第１３号とし、同号の次に次の１号を加える。 

  １４ この表の(42)の項に規定する手数料について、当該手数料に係る共同住宅等

の住戸に係るもの、共用部分に係るもの又は非住宅部分に係るものの判定を一

の申請書により受けようとする場合における当該判定に係る手数料の額は、当

該共同住宅等の住戸に係るもの、共用部分に係るもの又は非住宅部分に係るも

のについてそれぞれ別の申請があったものとみなしてこの表により算出した建

築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額に相当する額を合算した額とす

る。 

 別表第４備考第７号中「(37)の項」を「(42)の項」に、「建築物の用途が工場、危険物の

貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、
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と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するもの（以下「工場等」という。）」

を「非住宅部分の全部の用途が工場等」に、「同項の建築物省エネ法基準省令第１条第

１項第１号ロに定める基準に係る建築物の区分に定める手数料の額の２分の１に相当

する額（その額に１００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た

額）」を「４７，５００円」に改め、同号を同表備考第１２号とし、同表備考第６号中

「(36)の項」を「(40)の項」に改め、同号 中「 」の次に「及び 」を加え、「当該非住

宅部分の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める

額」を「１２５，２００円」に改め、ア及びイを削り、同号 を同号 とし、同号

中「場合（」の次に「 に規定する場合を除き、」を加え、「当該非住宅部分の床面積

の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額」を「４８，

６００円」に改め、ア及びイを削り、同号 を同号 とし、同号 の次に次のように

加える。 

    非住宅部分がある場合（非住宅部分の全部の用途が工場等である場合に限

る。） ２４，３００円 

 別表第４備考第６号を同表備考第７号とし、同号の次に次の４号を加える。 

  ８ この表の(40)の項に規定する手数料（その他の場合における共同住宅等（複合

建築物の非住宅部分に係るものに限る。）又はその他の建築物に係る申請に係る

ものに限る。）について、非住宅部分の全部の用途が工場等である場合における

当該手数料の額は、同項の規定にかかわらず、２４，３００円とする。 

  ９ この表の(41)の項に規定する手数料（低炭素建築物基準適合性確認機関が認め

た場合等における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申

請に係るものに限る。）について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額

を加算する。 

    共用部分に係る計算がある場合 ３，１００円 

    非住宅部分がある場合 ３，１００円 

  １０ この表の(41)の項に規定する手数料（低炭素建築物基準適合性確認機関が認

めた場合等以外の場合における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅

部分に係る申請に係るものに限る。）について、次に掲げる場合には、それぞれ

次に定める額を加算する。 

    共用部分に係る計算がある場合 ３０，１００円 
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    非住宅部分がある場合（非住宅部分の全部の用途が工場等である場合に限

る。） １２，１００円 

    非住宅部分がある場合（ に規定する場合を除き、非住宅部分の全部が建

築物省エネ法基準省令第１０条第１号イ 及びロ に定める基準に係るもの

である場合に限る。） ２４，３００円 

    非住宅部分がある場合（ 及び に規定する場合を除く。） ６２，６００ 

    円 

  １１ この表の(41)の項に規定する手数料（低炭素建築物基準適合性確認機関が認

めた場合等並びに低炭素建築物基準適合性確認機関が認めた場合等以外の場合

における一戸建て住宅及び共同住宅等（建築物全体又は複合建築物の住宅部分

に係るものに限る。）に係る申請に係るものを除く。）について、非住宅部分の

全部の用途が工場等である場合における当該手数料の額は、同項の規定にかか

わらず、１２，１００円とする。 

 別表第４備考第５号中「(36)の項」を「(40)の項」に改め、同号 中「当該非住宅部分

の床面積の合計についての次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額」を

「６，２００円」に改め、ア及びイを削り、同号を同表備考第６号とし、同表備考第

４号の次に次の１号を加える。 

  ５ この表の(39)の項に規定する手数料（その他の場合における共同住宅等（複合

建築物の非住宅部分に係るものに限る。）又はその他の建築物に係る申請に係る

ものに限る。）について、非住宅部分の全部の用途が工場等である場合における

当該手数料の額は、同項の規定にかかわらず、４７，５００円とする。 

 別表第４備考に次の４号を加える。 

  ２６ この表の(46)の項に規定する手数料（計画適合性確認機関が認めた場合等に

おける共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請に係るも

のに限る。）について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。 

    共用部分に係る計算がある場合 ３，１００円 

    非住宅部分がある場合 ３，１００円 

 ２７ この表の(46)の項に規定する手数料（計画適合性確認機関が認めた場合等以

外の場合における共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申

請に係るものに限る。）について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額
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を加算する。 

 共用部分に係る計算がある場合 ３０，１００円 

 非住宅部分がある場合（非住宅部分の全部の用途が工場等である場合に限

る。） １２，１００円 

 非住宅部分がある場合（ に規定する場合を除き、非住宅部分の全部が建

築物省エネ法基準省令第１０条第１号イ 及びロ に定める基準に係るもの

である場合に限る。） ２４，３００円 

 非住宅部分がある場合（ 及び に規定する場合を除く。） ６２，６００ 

 円 

２８ この表の(46)の項に規定する手数料（計画適合性確認機関が認めた場合等並

びに計画適合性確認機関が認めた場合等以外の場合における一戸建て住宅及び

共同住宅等（建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係るものに限る。）に係る

申請に係るものを除く。）について、非住宅部分の全部の用途が工場等である場

合における当該手数料の額は、同項の規定にかかわらず、１２，１００円とす

る。 

２９ この表の(46)の項に規定する手数料について、当該証明書の申請に係る建築

物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されている場合における当該手

数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同項に規定する申

請建築物及び他の建築物の各建築物（軽微な変更があるものに限る。）について

それぞれ別の申請があったものとみなしてこの表により算出した建築物エネル

ギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料の額に相当する

額を合算した額とする。 

   附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、別表第４の(23)の項の改正

規定、同項を同表の(24)の項とし、同項の次に３項を加える改正規定（同項の次に３

項を加える部分に限る。）及び同表の(22)の項の改正規定並びに次項の規定は、令和

７年５月９日から施行する。 

２ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号。以下「宅造法

改正法」という。）附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされる
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宅造法改正法による改正前の宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第８

条第１項本文（宅造法改正法附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合を含む。）の許可に係る工事の宅造法改正法による改正前の宅地造成

等規制法第１２条第１項の規定による変更の許可の申請に係る手数料については、

改正後の東海市手数料条例別表第４の(23)の項から(27)の項までの規定にかかわらず、

なお従前の例による。  


